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短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります 

平成２８年１０月１日から、特定適用事業所（厚生年金保険の被保険者数の合計が、１年で 

６ヶ月以上、５００人を超えることが見込まれる事業所）に勤務する短時間労働者は、新たに 

厚生年金保険等の適用対象となります。 

・短時間労働者が厚生年金保険等の適用対象となると、将来、基礎年金に加え、報酬比例の厚生

年金を受け取ることができるようになるなど、所得保障が手厚くなります。 

特定適用事業所の要件 

【法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所】。 

 次に該当する適用事業所の単位となります。 

 ・法人事業所・・・・法人番号が同じ適用事業所を指します。 

 ・個人事業所・・・・現在の適用事業所を指します。 

 ・地方公共団体・・・法人番号が同じ適用事業所を指します。 

（法人番号が同じ適用事業所のグループのイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

短時間労働者の要件 

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の４分の３未満で、以下の①から④の全てに該当する方が適

用拡大の対象となります。 

①週の所定労働時間が２０時間以上であること 

週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき

時間をいいます。（雇用保険被保険者の取扱いと同様。） 

Vol.171 
2016 年 8 月 22 日 吉田労務管理センター 事務所だより

ひろしま株式会社 
法人番号 ：1234567890123 
被保険者数：300 人 

ひろしま株式会社 福山支店 
法人番号 ：1234567890123 
被保険者数：250 人 

同一法人 

左図において、ひろしま株式会社と

ひろしま株式会社福山支店は法人

番号が同一であり、被保険者数の合

計が５００人を超えるため、いずれ

も特定適用事業所として短時間労

働者の適用拡大の対象となります。



②雇用期間が１年以上見込まれること 

○期間の定めがなく雇用される場合 

○雇用期間が１年以上である場合 

○雇用期間が１年未満であり、次のいずれかに該当する場合 

 ・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合 

 ・同様の雇用契約により、雇用された者について更新等により１年以上雇用された実績が 

ある場合   

③賃金の月額が８万８千円以上であること 

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、 

８万８千円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。 

【除外対象】 

 ・臨時に支払われる賃金および１月を超える期間ごとに支払われる賃金 

  （例．結婚手当、賞与等） 

 ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金 

  （例．割増賃金等） 

 ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金 

  （例．精皆勤手当、通勤手当、家族手当等） 

※なお、被保険者資格取得届、算定基礎届等の届出をする際の「報酬月額」については、短時間

労働者についても一般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手

当、通勤手当等も含めて届出をすることになります。 

④学生でないこと 

生徒または学生（昼間の学生）は適用対象外となります。（雇用保険被保険者の取扱いと同様。） 

大学、高等学校、専修学校、各種学校（修業年限が１年以上の課程に限る）等に在学する生徒 

または学生 

ただし、次に掲げる方は、被保険者となります。 

 ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務 

する予定の方 

 ・休学中の方 

 ・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等 

※ 今号の詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせ下さい。 


